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参加資格に関する申立書

　錦町屋外放送設備整備事業プロポーザルに参加するに当たり、当社は、下記のとおり参加資格を有することを申し立てます。
記
　次に掲げる事項については、事実と相違ありません。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。
（２）錦町競争入札参加資格者名簿に登録された者。
（３）錦町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領 (昭和58年錦町訓令甲第3号）に基づく指名停止を受けていない者（公告から受託候補者の特定の日までの期間の一部又は全部が、指名停止の期間に該当しない者）
（４）熊本県から指名停止等の措置を受けていないこと｡
（５）錦町暴力団排除条例及び熊本県暴力団排除条例等に規定する､暴力団または暴力団員等が関与しない団体(代表者､構成員)であること｡
（６）国地契第91号(平成27年3月6日付け)に基づき､同一資本内での本事業への参加は自社若しくは関連会社のいずれか１社のみとする｡
（７）会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき､更正手続き開始の申立がなされている者でないこと｡
（８）民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき､再生手続き開始の申立がなされている者でないこと｡
（９）建設業法第3条(昭和24年法律第100号)に基づく､本店もしくは支店営業所を九州管内に有していること｡
（10）建設業法第3条の規定に基づく電気通信工事業に係る特定建設業の許可を有すること。
（11）防災行政無線システムの主たる機器製造事業者又は､その事業者からの受給により自ら施工が出来る事業者であること｡また､ひとつの機器製造事業者による複数社での重複参加を許容することはできない｡
（12）過去10年間に同種同規模(防災無線同報系)の元請による完工実績を有していること｡
（13）最新の 経営事項審査総合評定通知書の電気通信工事における総合評定値が、1,000点以上の者であること。
（14）建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第1項により主任技術者（電気通信工事）を配置し、同法第7条第2号イ（学歴＋実務経験）、ロ（国家資格者）、ハ（10年以上の実務経験）のいずれかに該当することが確認できる資料を提出すること。なお､配置予定技術者は､本参加資格確認申請日において3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること｡
（15）本業務には、単独又は複数の事業者等（特定建設共同企業体）による参加ができるものとする。この場合は代表構成員が上記の参加資格要件を満たすこととする。
